
　

本
市
に
住
民
登
録
が
あ
る
か
た
で
、
小

学
校
修
了
前
の
児
童
（
12
歳
到
達
後
最
初

の
３
月
31
日
ま
で
の
児
童
）
を
養
育
し
て

い
る
か
た
に
児
童
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
す
。

支
払
月
は
２
月
・
６
月
・
10
月
で
す
。

　

問
い
合
わ
せ
先　

国
保
年
金
課
給
付
係 

（
☎
㉓
５
１
1
１
内
線
２
４
６
・
２
４
７
）

▽
認
定
請
求
な
ど
の
手
続
き
が
必
要
と
な

　

り
ま
す
。
（
公
務
員
の
か
た
は
勤
務
先

　

へ
の
請
求
に
な
り
ま
す
）

▽
所
得
が
一
定
額
以
上
の
か
た
に
は
、
児

　

童
手
当
が
支
給
さ
れ
ま
せ
ん
（
表
を
ご

　

覧
く
だ
さ
い
）
。
な
お
、
所
得
制
限
な

　

ど
で
現
在
児
童
手
当
を
受
給
さ
れ
て
い

　

な
い
か
た
で
も
、
所
得
が
前
年
よ
り
も

　

少
な
か
っ
た
か
た
や
、
所
得
税
法
に
規

　

定
す
る
扶
養
人
数
が
増
え
た
か
た
は
、

　

受
給
で
き
る
よ
う
に
な
る
場
合
が
あ
り

　

ま
す
の
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

▽
３
歳
未
満
の
児
童

　

一
律　

１
０
０
０
０
円

▽
３
歳
以
上
の
児
童　
　
　

　

第
１
子
・
第
２
子　

５
０
０
０
円

　

第
３
子
以
降　

１
０
０
０
０
円

▽
申
請
時
に
提
出
す
る
も
の

・
「
認
定
請
求
書
」
（
印
鑑
）

・
「
児
童
手
当
振
込
口
座
指
定
書
」
（
請

　

求
者
の
預
金
通
帳
の
番
号
が
分
か
る
も

　

の
を
ご
持
参
く
だ
さ
い
）

・
「
請
求
者
の
被
保
険
者
証
」
（
国
民
健

　

康
保
険
以
外
の
か
た
）

・
「
基
礎
年
金
番
号
」
が
分
か
る
も
の

・
「
所
得
課
税
証
明
書
」
（
平
成
20
年
１

　

月
１
日
以
降
に
転
入
し
た
か
た
）

　

前
住
所
地
の
平
成
20
年
度
所
得
課
税
証

　

明
書
が
必
要
で
す
。

※
こ
の
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
提
出
す
る

　

書
類
が
あ
り
ま
す
（
養
育
す
る
児
童
と

　

別
居
し
て
い
る
場
合
な
ど
）
。

　

児
童
手
当
を
受
給
し
て
い
る
す
べ
て
の

か
た
は
、
毎
年
６
月
中
に
「
児
童
手
当
現

況
届
」
を
提
出
す
る
こ
と
に
な
っ
て
い
ま

す
。
提
出
が
な
い
と
支
給
が
一
時
差
し
止

め
に
な
り
ま
す
の
で
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

　

な
お
、
対
象
と
な
る
受
給
者
の
か
た
に

は
、
案
内
と
提
出
す
る
書
類
を
５
月
末
に

郵
送
す
る
予
定
で
す
。

支　

給　

月　

額

児
童
手
当
の

　
　
　

支
給
を
受
け
る
に
は

「
現
況
届
」
の

　
　
　
　
　

提
出
が
必
要
で
す

保
険
料
に
つ
い
て

平
成
20
年
５
月
１
日
以
降
に

75
歳
に
達
す
る
か
た　

※１～４月の期間に申請したときは前々年の所得、５～12月の期間に申請したときは前年の所得が適用となります。

扶養親族などの数
所 得 限 度 額 注1 扶養親族などの数が４人以上の場合、限

　　 度額は１人につき38万円が加算されま
　　 す。　

注2 老人控除対象配偶者または老人扶養親族
　　 がある場合、限度額に１人につき６万円
　　 が加算されます。

注3 なお、各自の所得から一律８万円控除さ
　　 れます。

国民年金加入者
（自営業など）

厚生年金等加入者
（サラリーマンなど）

０人 460 万円 532 万円

１人 498 万円 570 万円

２人 536 万円 608 万円

３人 574 万円 646 万円

　

４
月
か
ら
新
し
い
長
寿
医
療
制
度
が
始

ま
り
、
保
険
料
の
特
別
徴
収
の
通
知
書
を

郵
送
し
ま
し
た
。

　

特
別
徴
収
（
年
金
か
ら
保
険
料
が
天
引

き
さ
れ
る
方
法
）
の
対
象
と
な
る
か
た
に

は
「
特
別
徴
収
（
仮
徴
収
）
の
通
知
書
」

を
４
月
上
旬
に
郵
送
し
ま
し
た
。

　

今
回
、
特
別
徴
収
（
仮
徴
収
）
の
対
象

に
な
ら
な
か
っ
た
か
た
の
保
険
料
の
納
付

方
法
に
つ
い
て
は
、
７
月
号
の
広
報
に
詳

し
く
掲
載
し
ま
す
。　

▼
長
寿
医
療
制
度
の
被
保
険
者
と
な
る
日

　

⇩
75
歳
の
誕
生
日
で
す
。

▼
被
保
険
者
証
に
つ
い
て

　

⇩
75
歳
の
誕
生
日
ま
で
に
郵
送
し
ま
す
。

※
詳
細
に
つ
い
て
は
、
国
保
年
金
課
給
付

　

係
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ
い
。　

長
寿
医
療
制
度

(

後
期
高
齢
者
医
療
制
度
）

の
お
知
ら
せ


